
市田柿ブランド推進協議会 構成団体の皆様へ 

  

新型コロナウイルス感染症の感染防止策の徹底等のお願い 

  
令和４年 11月４日付けで長野県知事から発出された「感染警戒レベル

５の発出に伴うお願い」に基づき、以下の対応をお願いします 

 
１ 基本的な感染防止対策の徹底 

  (1) 屋内外問わず、近距離(２ｍ以内程度)で人と会話をするときは不

織布、マスクを着用 

 (2) 手洗いと手指消毒の徹底、換気の徹底、三密(密集、密接、密閉)

の回避 

 (3) 事業所等施設入り口等での検温の実施 

 

２ 体調に異変を感じた場合の対応 

  重症化リスクが高い方(65歳以上の高齢者など)は、診療・検査医療

機関等へ電話で相談の上、速やかに受診してください  

   重症化リスク低く軽症の方はできるだけ検査キットによる自己検査 

をお願いします。 
 

３ 干し柿生産事業所内で陽性者が発生した場合 

 (1) 陽性者 

   療養期間内は干し柿作業、出荷作業等への従事は控え、外出自粛

と健康観察をお願いします 

 (2) 陽性者と接触した可能性のある者について 

・薬局等で抗原定性検査キットを購入し、自身で検査いただき、陰 

性であることを確認してから干し柿作業を行ってください 

・また、陽性・陰性の結果がわかるまでは、干し柿作業等への従事は

控えていただくようお願いします 

・毎日の体温測定と健康観察を行い、感染リスクの高い行動（会食

等）を控えてください 

 

食品を介して新型コロナウイルスに感染したとされる事例は報告さ 

れていません 

 

   

寒さが本格化していきますが、体調管理に努めていただき干し柿作業 

を行いましょう 

 


